




津市告示第１号 

 下記の者の平成２１年度後期高齢者医療保険料額決定通知書及び後期高齢者

医療保険料納入通知書は、住所居所不明等のため送達することができないので、

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条により準用する地方税法第２０条

の２の規定により公示送達する。                     

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部医療助成室で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。       

  平成２２年１月７日                       

                      津市長 松 田 直 久   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 備考 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇 
被保険者番号

〇〇〇〇 





津市告示第３号 

 下記の者の差押調書（謄本）、充当通知書、配当通知書は、住所居所不明の

ため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年１月１２日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇 〇〇 差押調書（謄本）、充当

通知書、配当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第４号 

 下記の者の差押調書（謄本）、充当通知書、配当通知書は、住所居所不明の

ため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年１月１２日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇 〇〇〇〇〇

〇〇〇 

差押調書（謄本）、充当

通知書、配当通知書 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 





津市告示第６号 

下記の者の平成２１年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法第７８条により準用する地方

税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年１月１２日 

津市長 松 田 直 久   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 備考 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇   

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇   

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇 〇〇〇〇〇 〇〇〇

〇〇 



津市告示第７号 

 下記の者の平成２１年度市民税・県民税納税通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、地方税法第２０条の２により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２２年１月１３日        

 津市長 松 田 直 久    

記 

氏 名 住 所 

〇〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 〇〇  

〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

〇〇 〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇 〇  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 



津市告示第８号 

 下記の者に対する差押調書、配当計算書及び充当通知書は、住所居所不明の

ため、送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示

送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年１月１２日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 

〇 〇 〇 〇 差押調書、配当計算書、

充当通知書 







津市告示第１１号 

 下記の者の交付要求通知書および納期限変更通知は、住所居所不明のため、

送達することができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達す

る。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年１月１５日 

津市長 松 田 直 久  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇 〇〇 督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 























































































































































































































津市選挙管理委員会告示第５号

 平成２２年１月３１日執行予定の津市長選挙及び津市議会議員選挙における

選挙長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務

を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政

令第８９号）第８１条の規定により告示する。

  平成２２年１月７日

                     津市選挙管理委員会

                     委員長 大 橋 達 郎 

１ 選挙長

      住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

      氏 名  大 橋 達 郎

 ２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代

理すべき者

      住 所  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

      氏 所  香 椎 宣 美
















